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第1章問題の提起

金銭債権に関する紛争は、債権者(であると主

張する者)が、債務者に対して、その支払いを求

める給付訴訟を提起することによって争われるの

が通常である。かかる訴訟において、債権の不成

立、あるいは弁済などによる消滅が認められた場

合には、請求は棄却され、当該債権の不存在は既

判力によって確定されることになるので、債務者

(として債権者と主張する者から請求を受けてい

る者)としても、かかる訴訟において自己の主張

を述べることによって、当該債権に関する紛争を

解決することが可能である。しかしながら、給付

訴訟を提起するかどうかは債権者の自由な判断に

委ねられているのであるから、このような紛争解

決の手段が常に債務者に与えられるわけではない。

債権者が給付訴訟を提起しない場合において、債

務者が当該債権についての紛争を訴訟によって解

決するためには、自らが原告となって債務不存在

確認訴訟を提起することになる。このように債務

不存在確認訴訟は、本来は給付訴訟によって解決

されるべき紛争について、債務者が原告となって

提起するものであり、債務不存在確認訴訟は給付

訴訟の反対形相であるとした三ヶ月博士の表現は、

債務不存在確認の性質を端的に表す言葉として非

常に有名である1。

そのような債務不存在確認訴訟であるが、給付

訴訟とは原告と被告が入れ替わっていることに起

因して、給付訴訟にはない問題点、がいくつか存在

する。そのうちのひとつに、原告である債務者が

債務の不存在を主張している場合において、裁判

所が債務の存在を認めた場合や、原告である債務

者が債務の額を争っている場合において、裁判所

が原告の主張よりも大きい債務の額を認めた場合

に、裁判所はいかなる判決をすべきか、というも

のがある。 1つの考え方は裁判所が認めた債権額

について一部認容判決をすべきというものであり、

もう 1つの考え方は請求棄却判決をすべきという

ものである。最高裁は最判昭和4昨年9月17日にお

いて、前者の立場に立ち、後者の立場から原告の

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

請求を棄却した原審を破棄して差戻している。一

方で、東京地判平成4年1月31日は、後者の立場

に立ち、債務の額が原告の主張よりも大きいと認

められることから、その債務の額を特定すること

なく、請求を棄却している。本稿は、昭和40年判

例が出た後にも後者の立場に立った裁判例が存在

することに注目し、昭和40年判例の意義を明らか

にしつつ、債務不存在確認訴訟の構造について考

察を加えることを目的とするものである。

第2章楊判例の副向

第1節量判昭和40年9月17目(民集19巻6号

1533買)'の事藁と判旨

[事案]

原告は被告との聞で110万円の金銭消費貸借契約

を締結し、その貸し渡しをうけたものであるが、

かかる債務のうち95万円は弁済により消滅したと

して、 「原告の被告に対する残存元本は15万円を

超えて存在しないこと」の確寵を求める債務不存

在確認訴訟を提起した。被告は弁済のうちの一部

は元本ではなく利息債務に充当されたものである

と主張し、第一審裁判所および原審はこの主張を

認め、残存元本が15万円を超えることは明らかで

あるとして、残存元本の額を確定することなく原

告の請求を棄却した。これに対して原告が最高裁

に上告したのが本訴訟である。

[判旨]

最高裁は、本件請求の趣旨および請求の原因な

らびに本件一件記録によると、本件訴訟において

本件貸金債務について不存在の確認を求めている

申立の範囲(訴訟物)は、その元金として残存す

ることを自認する15万円を本件貸金債権金110万円

から控除した残額金釘万円の債務額の不存在の確

認であるとしたうえで、そうであるならば本件申

立の範囲(訴訟物)である前記貸金残額の存否な

いしその限度を明確に判断しなければならないと

して、債権額を特定することなく請求を棄却した

原審を破棄して差戻した。なお、以下ではこの判
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決を昭和40年判決という。

軍2節下級膏裁判例の動向

1 東京地判平成4年1月31日以前

本稿を執筆するにあたり、金銭債務不存在確認

訴訟の実態、すなわちどういった紛争に関して提

起きれ、どのような判決がなされているかについ

て、具体的な裁判例にあたって調査を行った九

まず、債務の性質についてみると、昭和50年前

半を境に、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴

訟物とする事件曲者激増する40 昭和50年までは、交

通事故を原因とする損害賠償請求権を訴訟物とす

る事件は、 33件中2件 (6.1%)に過ぎなかったの

に対して、昭和50年から昭和60年になると、 35件

中22件 (62.9%)と激増し、それ以降も、交通事故

を原因とする損害賠償請求権を訴訟物とする事件

は60%から70%の割合を占め続けている。交通事

故を原因とする損害賠償請求権を訴訟物とする債

務不存在確認訴訟の急増という現象は、いくつか

の文献においても指摘されておりへその原因とし

ては、①被害者が多額の賠償金を得ょうとして、

執揚かっ強硬に法外な請求を行う場合が多くなっ

ていること、②被害者の治療を行う医療機関が、

被害者の愁訴に無批判に応えて不必要な治療を行

っているのではないかという疑いが持たれ、この

ような医療機関に対するけん制手段として、債務

不存在確認訴訟が利用されることがあること、③

加害者側、特に保険会社やその代理人である弁護

士が、被害者の治療内容などについて十分に調査

せず、あるいは被害者と事前に交渉もしないで、

事故後一定期聞が経過したことを基準として、機

械的に債務不存在確認訴訟を提起することがある

こと、の3つが推測として指摘されている九この

いずれの理由も、ある時を境に劇的に変動するよ

うな性質のものではないので、交通事故を原因と

する損害賠償請求権を訴訟物とする事件の急激な

増加の説明としては十分とは言えないようにも感

じる。しかし、事実として、前記最高裁判決がな

された昭和40年においては、交通事故を原因とす

る損害賠償請求権を訴訟物とする事件はほとんど
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みられなかったのである。

それゆえ、昭和40年判決は、交通事故を原因と

する損害賠償請求権を訴訟物とする債務不存在確

認訴訟を念頭においてなされたものではないと考

えられ、学説上も交通事故を原因とする損害賠償

請求権を訴訟物とする事件については、昭和40年

判決とは異なる取り扱いをすべき余地があるとす

るものも現れていた o

しかしながら、実際の裁判例においては、交通

事故を原因とする損害賠償請求権を訴訟物とする

事件においても、昭和40年判決と同様に、債権額

を特定して一部認容判決をするものばかりであっ

て、ょうやく東京地判平成4年1月31日において、

昭和40年判決とは異なる取り扱いをすべきとする

裁判例が出るに至ったのである。

2 東京地判平成4年 1月31日(判時1418号

109頁)の事案と判旨

[事案]

原告は自動車を運転中に自転車に乗っていた被

告と衝突し、被告を転倒させて傷害を負わせてし

まった。原告は自己に過失があることは認め、被

告の治療費については被告に代わって病院に支払

ったほか、慰謝料として10万円を支払うことを認

めたが、被告に休業損害はないとしてその賠償は

拒絶した。すなわち、被告は「ホテル草月Jとい

う名称のホテルを経営しており、その休業損害の

賠償を求めたのであるが(ただしその額を具体的

に特定して請求したわけではない)、被告は確定申

告をしておらず、その他の収入を証する資料もな

いことに加え、本件事故により休業したことを証

する資料もないことから、被告に休業損害はない

と主張したのである。原告は、 「原告は被告に対

する本件事故に基づく不法行為を原因とする損害

賠償債務は10万円及ぴこれに対する平成元年7月

6日から支払済まで年5分の割合による金員支払

債務を超えては存在しないとと」の確認を求めて

出訴した。

なお、本件訴訟の提起に先立つて、本件事故に

ついて裁判所に民事調停の申立がなされ(どちら



が申し立てたかは不明であるが、おそらくは原告

ではないかと推測される)、いくらかの休業損害が

あるとの調停案が提示されたようであるが(判決

文にその事実が記載されているが、その額がいく

らであったかは不明)、当事者の合意が得られなか

ったために(どちらの同意が得られなかったのか

は不明であるが、本件における原告の主張を見る

限り、少なくとも原告は同意しなかったものと推

測される)、調停は不調に終わったようである。

また、本件訴訟は、原告側には代理人がついた

が、被告側は本人訴訟であったようである。

[判旨]

裁判所は、損害賠償債務の一部不存在確認訴訟

においては、貸金債務のそれとは異なり、損害額

の算定に関して裁判所にかなりの裁量が認められ

ており、加害者側である原告は勿論被害者側であ

る被告においても、その損害額を正確に把握する

ことは困難であることから、 不法行為に基づく損

害賠償債務の一部不存在確寵訴訟においては、貸

金債務の一部不存在確認訴訟におけるとは異なっ

た考慮が必要である、と述べた上で、損害賠償債

務の一部不存在確認訴訟においては、貸金債務の

一部不存在確認訴訟とは異なり、被告の対応に応

じて原告の主張する不存在額を超える損害が生じ

ているかどうかだけを判断し、損害が原告の主張

する損害を下回っているときはその請求を認容し、

超えているときは請求を棄却することで足りると

して、本件において被告がホテル経営により何が

しかの利益を得ていると認められるので、被告に

いくらかの休業損害が生じていることは明らかで

あるとして、その額を確定することなく請求を棄

却した。

3 東京地判平成4年1月31日以降の裁判例の動

向

平成4年判決において、不法行為に基づく損害

賠償請求権を訴訟物とする事件においては昭和40

年判決の射程は及ばないという解釈論が示された

のであるが、この判決が出た以後も、債権額を特

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

定して一部寵容判決をする裁判例ばかりであり、

現在に至るまで、このような解釈論を採用した裁

判例は、私が調査した限りでは、平成4年判決以

外にはないようである。

平成4年判決と類似する事件として、東京地判

平成9年10月15日(交民集30巻5号1483頁)があ

った。この事件も、平成4年判決と同様に、休業損

害の有無及ぴその額が争点となり、被告である被

害者が具体的な証拠を示すことなく休業損害を主

張したのに対し、原告である加害者がそれを争っ

た事件である。裁判所は、被告の収入に関係した

証拠が裁判所に一切提出きれていないからといっ

て、直ちに被告に収入がないということはできな

いとした上で、少なくとも賃金センサスの平均賃

金の約八割を基礎とした休業損害が認められるべ

きであるとして休業損害の額を確定して一部認容

判決をしたのである。平成4年判決で示された解釈

論をなぜ採用しなかったかは不明であるが、この

ように平成4年判決と利益状況が類似する事件にお

いても、平成4年判決で示された解釈論は採用きれ

なかったのである。昭和40年判決から現在に至る

裁判例の動向を見るかぎり、平成4年判決は極めて

特異な裁判例であるということがいえよう。

4 債務不存在確認訴訟と反訴の提起

裁判例の調査を行うなかで、債務不存在確認訴

訟が提起された場合、被告が当該債権についての

給付を求める反訴を提起することが稀ではないこ

とが確認された九この点について、平成5年から

現在に至るまでの裁判例を対象として、より詳細

な調査を行ったところ、半数近く(149件中73件中

49.腕)の事件において反訴の提起がなされていた。

被告からの民訴があった場合、原告が訴えの取下

げをする場合もあるが (36件)、訴えの取下げがな

されなかった場合の処理としては、訴えを却下す

るもの (12件)と、本案判決をするもの (25件)

があった。最高裁は最判平成16年3月25日(民集

回巻3号753頁)において、このような場合には、

本訴は却下すべきとしており、今後は却下すると

いう処理で統一されると考えられる九いずれにせ
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よ、債務不存在確認訴訟における請求棄却判決や

一部認容判決と異なり、給付訴訟の全部認容判決

や一部認容判決には執行力が認められるため、給

付訴訟の方がより大きな紛争解決作用を有してい

るといえる。それゆえ、給付訴訟が反訴として提

起された場合には、当該債権に関する紛争解決は

その反訴によってなされることになり、本訴たる

債務不存在確認訴訟は反訴が訴訟係属しているか

ぎり独自の存在意義を失うことになる。このよう

なことを考えると、債務不存在確認訴訟は、債権

者による給付訴訟の提起を促すための手段として

実務上機能しているという面があるということが

できるのではないだろうか加。

第3章 金銭債11不存在確寓目時限の構造に闘する

理首的検酎

第1館学説の展開

債務不存在確認訴訟に関する議論は、昭和40年

判決を契機として展開されることとなったが、そ

の出発点となったのは、井上正三教授の判例批評

である11。井上教授は、原告が債務額の上限を示し

ていなければ、原告の主張する債務額よりも債務

額が大きいと裁判所が判断した場合には、債務額

を特定することなく請求を棄却すべきであるが、

上限が示きれていた場合には、債務額を特定して

一部認容判決をすべきであるという基本的な判断

枠組を提示した上で、本件において、原告は110万

円という上限額を明示的には示していなかったが、

最高裁は、本件請求の趣旨および請求の原因なら

びに本件一件記録を参酌して、上限が示された訴

訟であると解釈したものであるとしている。井上

教授はかかる判断枠組を採用する根拠として、そ

れが原告の通常の意思である、すなわち、上限を

示した場合には一部認容判決を欲しているが、示

していない場合には棄却判決を欲していると見る

べきであることを挙げている。この井上教授の判

断枠組に対しては、賛成するものもあったへしか

し、奈良判事は上限額が示されていない場合であ

っても、その審理ないし訴訟物の範囲の限定が異
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なるものではないとして井上説を批判しへまた、

西判事14、浅生判事15、坂田教授16は、上限額が示

されていないからといって、一部認容判決を原告

が望まないとは一概には言えないとして井上説を

批判している。

このように、上限の指定の有無を判断基準とす

る井上説は多くの承認を得るには至らなかったの

であるが、井上説とその後の学説では、そもそも

問題の捉え方が異なっていると考える。井上説は

この問題を一部認容判決の可否ないし要否の問題

として捉えていたのであり、原告の意思を根拠と

してこの問題を解決しようとしたのは、一部認容

判決の可否は訴えにおいて表示された原告の意思

の解釈の問題であるとする通説的見解17によったも

のである。これに対して、その後の学説は、債権

額の特定が不要となる訴訟は、債権の存否それ自

体、あるいは帰責事由の有無それ自体に限定して

原告が確認を求めている訴訟(本稿では以下、「原

因限定型」と呼称する)であり、債権額の特定が

必要となる訴訟(以下、「通常型Jと呼称する)と

は確認を求めている対象が異なっているとした上

で、いかなる場合に、原因限定型の債務不存在確

認訴訟が提起ができるかという問題の捉え方をし

ているように思われる。

まず、奈良説は、不法行為や債務不履行による

損害賠償債権のうち、被害者においても、その債

権額を確定し得ない場合には、原因限定型を提起

すべきとする18。また、坂田説も、原因限定型の紛

争解決力の弱きを指摘した上で、これが認められ

るのは確認の利益が特に認められる場合に限られ

るとしつつ、その判断は被告たる債権者の権利行

使・立証可能性などとの関連において審査される

べきであるとしているへこれは要するに、債務不

存在確認訴訟においては被告たる債権者が損害の

発生及ぴその額についても立証責任を負うことに

鑑み、損害額の立証が困難な事案においては、そ

の立証が不要となる原因限定型に確寵の利益を肯

定すべきとの考えに基づくものと推察され、そう

であるならば、坂田説は奈良説の流れを汲むもの

であり、この問題が確認の利益の問題であること



を明らかにして、奈良説の理論的構造を明らかに

した点に意義があるというべきであろう。

そして、 平成4年判決が、不法行為に基づく損

害賠償債権の特殊性として、被害者である被告に

おいても、その債権額を正確に把握することが困

難であることを挙げていることを考えると、同判

決も奈良説を参考にしたのではないかと推察され

る。もっとも、平成4年判決は、不法行為に基づ

く損害賠償請求一般について原因限定型となると

しているのであって、奈良説そのものではない。

同事件は、休業損害の額が争点、だったのであり、

その特定はさほど困難であるとは考えられないの

で、奈良説に従えば通常型を提起すべき場合とい

うことになってしまうために、奈良説の論理を借

りつつ、原因限定型となる範囲を損害賠償請求一

般にまで拡張することによって、同事件を原因限

定型としたのではないだろうか。いずれにせよ、

平成4年判決が奈良説に近い考え方に立つもので

あるということはいえるであろう。

このように債権の性質によって原因限定型が提

起できる場合を限定する奈良説に対して、浅生説

は原則として通常型であると解すべきであるが、

原告が原因限定型であると明示した場合には、原

因限定型となるとしており、原因限定型が提起で

きる場合を特に限定していないmo原告の意思を基

準とするという意味では、井上説と共通するとこ

ろがあるといえるだろう。

第2節金銭債務不存在確毘訴訟にお防る訴訟暢

既にみたように、債務不存在確認訴訟において

原告の主張を超える債権額が認められる場合に一

部認容判決をすべきか請求棄却判決をすべきかと

いう問題につき、井上教授は一部認容判決の可否

ないし要否の問題として捉えていたのに対し、そ

の後の学説は債務不存在確認訴訟には原因限定型

と通常型の二類型があるとした上で、いかなる場

合に原因限定型の債務不存在確認訴訟を提起する

ことができるか、あるいはいかなる場合に原因限

定型の債務不存在確認訴訟として取り扱うべきか

という問題として捉えているように見受けられる。

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

しかし、その両者の関係について、潮判事は、原

因限定型の訴訟物は抽象的な債務の存否であるが、

通常型においては現存債務額の確定であって、両

者の訴訟物は別であると論じているが.21、他の論者

はこの点についてどのように考えているのかにつ

いては明らかではない。そこでまず両者の訴訟物

は何かという点から検討することにしたい。

ここで、ある訴訟における訴訟物は何かという

問題は、いかなる範囲の紛争をその訴訟によって

解決済とすべきかという観点から決せられなけれ

ばならない事柄である。それゆえ、金銭債権全体

が訴訟物であるといえるのは、その金銭債権に関

する紛争が、その訴訟によってすべて解決済とな

る場合である。通常型の債務不存在確認訴訟にお

いては、債権の存否が審判の対象となるだけでな

く、債権の存在が認められる場合には現存債権額

がどれほどであるかも審判の対象となり、この点

も判決により確定され、後訴において債権の存否

や債権額を改めて争うことは許きれなくなるのだ

から、かかる訴訟によって当該金銭債権に関する

爺争は全て解決済となるといえる。それゆえ、通

常型においては債権者によって提起される給付訴

訟と同様に、金銭債権全体が訴訟物であるといえ

る。

これに対して原因限定型の場合には、債権の存

在が認められる場合には原告の請求は棄却され、

債権額に関する紛争は未解決のまま残されること

になるのであるから、金銭債権全体が訴訟物とな

っているということはできない。通常型は債権の

発生の有無と債権額の特定の両方が審判対象にな

る、いわば金銭債権の存否の全部確認であるのに

対して、原因限定型は審判の対象が債権の発生の

有無だけに限定されている、いわば金銭債権の存

否の一部確認であるといえるのではないだろうか。

このように考えると、通常型と原因限定型の関係

は、金銭債権の給付訴訟における全部請求と一部

請求の関係と類似するのではないかと考えられる。

全部請求と一部請求では、同ーの債権が審判対象

となっていても、後者の訴訟物は前者の量的一部

分に限定されているのと同様に、通常型と原因限
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定型も同ーの債権が審判対象となっていても、後

者の訴訟物は前者の質的一部分に限定されている

のではないだろうか、ということである。

原因限定型の訴訟物は抽象的な債務の存否であ

るが、通常型においては現存債務額の確定である

という潮判事による説明は非常に簡素なものでは

あるが、その意味するところは、よのような理解

と等しいと恩われる。そして、両者の関係につい

て論及していない論者も、両者の訴訟物が別であ

るということを無意識的な前提として議論を組み

立てているのではないだろうか。

第3節週常型の債積不存在確固訴訟

1 訴訟物の特定

前述したように、通常型においては、金銭債権

全体が訴訟物となるのであるが、訴訟物を特定す

るためには、債権額の上限を原告が指定すること

が必要かどうかが、かつて問題とされていた。最

判昭和27年12月25日(民集6巻12号1282頁)"は、

不法行為の被害者が、加害者に対して債権額を特

定することなく損害賠償債権を有することの確認

を求めたものであるが、最高裁は、債権額の特定

を欠いていることを理由としてこの訴えを不適法

却下したのである。学説の多くは、債権額の特定

が訴訟物の特定のために必要不可欠であるとの立

場から、この判決は正当であるとし辺、金銭債務不

存在確認訴訟においても上限の指定が必要なので

はないかということが議論された。もっとも、現

在においては、上限額の指定は必要ではないとい

うことでほぼ異論はない状況のようである。しか

し、この点について、明快な理論的根拠を提示す

るものを見つけることはできなかった。

この点については、そもそも何をもって訴訟物

の特定があったというべきかというところから検

討すべきではないかと考える。まず、金銭債権の

給付訴訟における訴訟物の特定について考えてみ

たい。

前述したように、 ある訴訟における訴訟物は何

かという問題は、いかなる範囲の爺争をその訴訟

によって解決済とするかという問題である。そし
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て、訴訟物を指定・限定する権能を有するのは原

告である。それゆえ、原告がその訴訟によって紛

争を解決したい権利関係が訴訟物ということにな

る。そして、たとえば原告が被告に対して、 0月

O日の被告の不法行為に基づく損害賠償請求とし
て1∞o万円の支払を請求したような場合、原告は
10月O日の被告の不法行為に基づく損害賠償請

求権」についてはすべてその訴訟で紛争解決済と

する意思であることが通常であろう o それゆえ、

一部請求であることが明示されてない限り、当該

債権全体が訴訟物となるのであって、当該訴訟が

確定した後に、原告が損害賠償額は実は2000万円

であったと主張して、さらに1∞o万円の支払を求
めることは前訴既判力に反して許きれないとされ

ている。つまり、当該債権の存否については全て

その訴訟で紛争解決済とされるのであって、原告

が1ωo万円の支払を請求しているからといって、

紛争解決済とされる範囲がそれによって限定され

るのではないのである。このように考えると、こ

の場合の訴訟物は、 10月O日の被告の不法行為

に基づく損害賠償請求権」という債権額の特定さ

れていない観念的なものであって、それは原告が

1000万円を請求した場合であっても、 2000万円を

請求した場合であっても異ならないということに

なる。それゆえ、原告としては、訴求する債権を

特定きえすれば訴訟物の特定としては十分であり、

請求額を明らかにしなかったとしても、訴訟物の

特定を欠くことにはならないと考えるべきではな

いだろうか。

2 訴訟物の特定と訴訟物の存否についての申立

の区別の必要性

もちろん、原告が1000万円の支払を求めている

場合に、裁判所が2000万円の支払を命ずることは

民訴法246条に反して許きれないことは明らかであ

る。しかしそれは原告が指定した訴訟物以外の訴

訟物について判決をすることになるからではなく、

訴訟物の存否について当事者の主張する限度を超

えて判決をすることになるからである。このよう

に考えると、 246条は、原告が指定した訴訟物以外



の訴訟物について判決をしてはならないこと、及

ぴ、訴訟物についての判断は当事者の主張する範

囲内でなければならないこと、の2つを規定した

ものということになるu。

このように、訴訟物の特定と訴訟物の存否につ

いての申立を区別する考え方は、一部請求を否定

する立場から主張されることが多いようであるお。

しかし、このような考え方を採りつつ、一部請求

を肯定することはなんら背理ではない。一部請求

と明示した場合には、原告がその訴訟によって解

決しようとしている紛争が当該債権のうち原告の

主張した債権額の部分のみであることが明らかに

されているといえるので、この場合には 100債

権のうちの00万円部分」だけが訴訟物となると

考えればよいのである。ただし、一部請求であっ

ても、不法行為に基づく損害賠償請求のうち休業

損害分として1000万円の支払を請求するような場

合には、 「不法行為に基づく損害賠償請求のうち

の1000万円部分」ではなく、 「不法行為に基づく

損害賠償請求のうち休業損害分」が訴訟物となる

と解すべきでありへこのように損害の項目で一部

請求をするような場合には、やはり訴訟物の特定

と訴訟物の存否についての申立は区別されるべき

だろう。

そして、このような理解は、前述の昭和27年判

決と矛盾するものではないと考える。同判決は、

原告は訴状に「訴訟物につき加何なる範囲で如何

なる内容の判決を要求するかを記載しなければな

ら」としているのであって、債権額の記載が訴訟

物の特定に必要であると言ってはいない。このよ

うな表現からは、むしろ、訴訟物は特定きれてい

るが、それについて、どのような判断を要求する

かの記載を欠いており、その点において不適法だ

と述べているように読める。このように、同判決

で用いられている表現を丁寧に見直してみると、

同判決を訴訟物の特定を欠くとして不適法却下し

た判決と見る通説的理解は再検討の余地があるの

ではないだろうか。

私は、加藤教授Bと同じく、同判決は訴訟物の存

否についての申立を欠くことを理由として不適法

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

却下した判決であると考え、この点においては正

当であると考える。ただし、この訴訟において原

告は債権の発生の有無と債権額の特定の両方につ

いて審判を求めたのではなく、債権の発生の有無

に限定して審判を求めたのであり、いわば原因限

定型の債務不存在確認訴訟と表裏の関係にあるよ

うな債権存在確認訴訟を提起したものとみるべき

であるから、このような確認訴訟に確認の利益が

認められるかは別としても、訴訟物についての自

己の主張の記載としては、債権の存在を主張する

旨を記載すれば十分であり、債権額の記載は不要

であったように思われる。

3 通常型の債務不存在確毘訴訟にお付る訴訟物

の特定

上のような検討を踏まえて、通常型の債務不存

在確認訴訟における訴訟物の特定について検討す

ることにしたい。まず、債務者が原告となって債

務不存在確寵訴訟を提起する場合であっても、債

権者が原告となって金銭債権の給付訴訟を提起す

る場合と同様に、当該債権に関する爺争について

はすべてその訴訟で解決済とする意思であること

が通常であろうへそれゆえ、原則として当該債権

全体が訴訟物となる。ここで考えなければならな

いのは、金銭債権の給付訴訟において原告が一部

請求であると明示した場合のように、債権の一部

だけを訴訟物とすることはできるか、という点、で

ある。具体的にいうと、第l点として原告が債権額

の上限を記載した場合に、訴訟物がその範囲に限

定される場合がありうるか"、第2点として原告が

一定の限度で債権の存在を自認した場合に、自認

した部分が訴訟物から外れるか、という問題があ

る。

まず、第1点について考えると、訴訟物の指定

・限定は原告の権能であるという原則からは、原

告が単に債権額の上限額を記載したにとどまらず、

その額の限度で審判を求める旨を明示した場合に

は、訴訟物はその範囲に限定されるということに

なるだろう。しかし、このような訴訟物の分断は、

街争のー図的解決という観点からは望ましいもの
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ではない。特に審理の結果、債権額が原告の指定

した上限を超えることが判明した場合、当該債権

の債権額がその額を超えることが確定されるにと

どまり、いかなる限度で債権が存在しているかに

ついての判断が示きれないことになれば、当該債

権に関する紛争の解決は完全に後訴に持ち越され

ることになってしまう o それゆえ、このような分

断を認めるに足るだけの事情がないかぎり、その

ような訴えは確認の利益を欠くものとして不適法

却下されるべきと考える。そして、たとえば、あ

る債権のうちの1000万円部分についての不存在の

主張は、論理必然的に1000万円を越える部分につ

いての不存在の主張を意味するはずであるへそれ

ゆえ、 1000万円を越える部分の存否を留保しつつ

l(削万円部分についてのみ不存在を主張するのは、

債権の不存在について原告たる債務者が立証責任

を負うわけではないことを考えても明らかに不合

理であって、これを認めるべき場合というのは想

定しがたい。そうすると結局、上限を指定するこ

とによって訴訟物がその範囲に限定される場合と

いうのは存在しないのではないかと考えるヘ

そして、第2点についても、訴訟物の指定・限

定は原告の権能であるという原則からは、原告が

単に一定の債権額を自認したにとどまらず、その

部分の存否については留保した上で審判を求める

旨を明示した場合には、その部分は訴訟物から外

れるということになるだろう。この場合には第l点

と異なり、その部分を除いた部分の不存在の主張

が、論理必然的にその部分の不存在の主張を意味

するものではなしその部分の存否を留保しつつ、

それを越える部分の不存在を主張することが明ら

かに不合理ということは由来ない。しかし、この

ような訴訟物の分断が扮争のー図的解決という観

点からは望ましいものではないことに変わりはな

いので、これを認めるに足るだけの事情がないか

ぎり、そのような訴えは確認の利益を欠くものと

して不適法却下されるべきだろう。いずれにせよ、

単に債権額を自認している場合にはその部分が訴

訟物から外れるものではなしその部分の存否に

ついては留保する旨を明示した場合に限り、訴訟
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物から外れる余地があるに過ぎない。

以上のことから、通常型の債務不存在確認訴訟

においては、債権の上限額の指定は訴訟物の特定

のために必要ではなく、指定がなされでもそれに

よって訴訟物が限定されることはなく、原告が一

定の額を自認したよでそれを超える額についての

不存在確認を求めている場合であっても、その部

分の存否については留保する旨を明示していない

限り、訴訟物は当該債権全体であるということに

なる。そして、債務不存在確認訴訟においても、

原告たる債務者は訴訟物についての自己の主張を

記載する必要があるが、それは債権が一切存在し

ない、あるいは1∞万円を超えては存在しないとい

うような下限の記載であり、債権額の上限の記載

が必要となるわけではないということになる。

4 訴訟物の存否についての被告の申立の意味

通常型の債務不存在確認訴訟においてさらに問

題となるのは、被告たる債権者が当該債権につい

ての自己の主張を述べた場合、ぞれが何らかの意

味を持っかという点であるへたとえば、被告が債

権額は1000万円であると主張している場合におい

て、裁判所が債権額は2000万円であると認めた場

合、 2000万円を超えては債権は存在しないことを

確認する一部認容判決をすることができるだろう

か認。おそらく結論において、そのような一部認容

判決は許きれないという点にはほぼ異論がないの

ではないだろうか。問題はそれをどのように理論

的に説明するかである。ひとつの方法としては、

訴訟物概念を用いて説明することが考えられる。

しかし前述したように、通常型の債務不存在確認

訴訟において訴訟物となるのは当該債権全体であ

るため、このような判決をすることは、原告が指

定した訴訟物以外の訴訟物について判決をしては

ならないという246条の規律に反するということは

できない。私は、訴訟物についての判断は当事者

の主張する範囲内でなければならないという246条

のもうひとつの規律に反する、すなわちこの規律

における当事者には被告も含まれ、被告の主張よ

りも被告に有利な判決をすることは246条に違反す



ると説明すべきなのではないかと考える。

246条は、私的紛争の解決は当事者の求める範囲

内のものでなければならないという処分権主義に

基づくものであろうが、この文脈における当事者

を原告に限定しなければならない理由を見出すこ

とはできないし、条文上も、 246条は「当事者」と

なっており、 「原告」とはなっていないのである

から、このような解釈論を採用するにつき、文言

上の障壁はない。むしろ条文の文言からは、 246条

は被告にも適用があるとするのが自然ではないだ

ろうか。

被告の主張よりも被告に有利な判決をすること

は246条に違反するとすべき必要性は、債務不存在

確認訴訟のような消極的確認訴訟の場合に特に顕

著に現れる。給付訴訟と通常型の債務不存在確認

訴訟は原告と被告が入れ替わっただけで訴訟物は

同一であり、執行力の有無という点で差異がある

にせよ、給付訴訟の請求認容判決も債務不存在確

認訴訟の請求棄却判決も債権の存在を確定すると

いう点で異ならないにもかかわらず、後者の判決

を得る場合には債権者の主張は不要であるとする

のは、少なくとも私的紛争の解決は当事者の求め

る範囲内のものでなければならないという246条の

趣旨から説明しがたいように恩われる。

このように考えると、消極的確認訴訟に特殊の

現象として、消極的確認訴訟に限り246条の規律を

被告にも及ぼすべきという立論も考えられよう。

しかし、この考え方は、消極的確認訴訟にのみ妥

当する特別なものではなし給付訴訟や積極的確

認訴訟にも妥当する一般的なものであると考える。

たとえば、金銭債権の給付訴訟において、原告

が1000万円の支払を求めたのに対して、被告が債

権額は反泊万円であると主張した場合、裁判所が債

権額は200万円であると認めたとしても200万円の

一部詑容判決をすることは、当事者の求める範囲

内での紛争解決とはいえず、 246条に反して許きれ

ないとすべきではなかろうかへ

また、原告が1000万円の支払を求めたのに対し

て、被告が債権額は1500万円であると主張し、裁

判所も債権額は1500万円であると認めた場合にい

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

かなる判決をすべきかを考えると、被告に15∞万

円の支払を命ずる一部認容判決おをすべきように思

われる。もし、この場合に裁判所は1000万円の支

払を命ずる全部認容判決しかすることができない

とすると、その判決により当該債権は1000万円を

超えては存在しないということが確定されてしま

うことになり、債権額は1500万円であると被告が

主張することができなくなってしまう。常識的に

考えると、被告たる債務者としては債権額は小さ

ければ小さいほどよいのが通常であろうが、既判

力が例外なく勝訴者に有利に働くとは限らないの

であるからへ全部認容判決の既判力によって被告

の主張を遮断することを許容すべきではなかろう。

このように考えると、訴訟物についての判断は当

事者の主張する範囲内でなければならないという

246条の規律が被告にも及ぶということの意味は、

訴訟物についての判断は、当事者双方で主張が異

なる部分についてのみすべきであり、主張が一致

している部分についてはそれと異なる判断をして

はならない、ということになる。上に挙げた例で

いえば、原告がlωo万円、被告が15∞万円と主張

しているので、 lωo万円の存在及ぴ1500万円以上

の不存在については当事者の主張が一致している

ので、これと異なる判断をしてはならず、 1000万

円以上1500万円以下の部分についてのみ審判すべ

きであるということになる。このような理解は、

私的紛争の解決は当事者の求める範囲内のもので

なければならないという246条の趣旨とあうもので

あると私は考える。

そして、 246条の規律をこのように考える場合、

一部認容判決の可否ないし要否の問題の捉え方も

従来の考え方とは異なってくる。従来の考え方は、

原告が請求棄却判決よりも一部認容判決を望む場

合には一部認容判決ができるとしておりへ金銭債

権の給付訴訟において原告が1∞o万円の支払を求
めたのに対して、裁判所が債権額は5∞万円である

と認めた場合のような量的一部認容の場合にも、

原告は請求棄却判決より5∞万円の一部認容判決を

望むのが通常であるからといった説明がなされて

いる。しかし、私の考え方に従えば、被告が債権
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の存在を争い、請求棄却判決を求めている限り、

1000万円以下の部分については当事者の主張が異

なっているので、この部分については裁判所が審

理して確定すべきということになり、原告が一部

認容判決を望むかどうかは問題とはならないとい

うことになる。従来の考え方を貫く場合、もし原

告が一部認容判決よりも請求棄却判決を望むと明

示した場合には、請求棄却判決をすべきというこ

とになり、この場合には私の考え方と結論が異な

ることになるが、ほとんどの場合には結論は異な

らないだろう。

これに対して、質的一部認容の場合には結論が

重要な点で異なりうる。質的一部認容の典型例と

しては、無条件の給付訴訟に対して将来給付判決

をする場合や無条件の土地引渡請求に対して立退

料の支払を条件とする引渡判決をする場合などが

挙げられる。従来の考え方は、この場合も原告が

請求棄却判決よりも一部認容判決を望むかどうか

によって判断するとしている。しかし、私見によ

れば、無条件の給付訴訟に対して被告が期限の未

到来を主張して将来給付判決を求める場合のよう

に、被告が一部認容判決を求めている場合にも一

部認容判決ができるということになる。

このようにみてみると、従来の考え方は、訴訟

を原告が紛争を解決する場として位置づけており、

被告はその相手方に過ぎなかったのに対して、私

の考え方は訴訟を当事者双方が紛争を解決する場

として位置づけており、原告と被告を基本的に対

等な地位に置いているのである。確かに、原告は

訴訟を提起するという能動的行為をしているので

あって、この点において被告とは本質的差異があ

ることは認めざるを得ない。しかし、判決の効力

の点では原告も被告も異ならないのであるから、

いかなる判決をすべきかという点を考えるに当た

っては、原告と被告は等しく取り扱われるべきで

あるというのが私の考えである。原告は訴訟物の

選択という点で紛争解決の主導権を得るのであっ

て、訴訟を提起するという行為をしたことによる

利益はここで十分に享受しているといえるのでは

なかろうか。
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ところで、ここまでの立論においては、いくつ

か非現実的な例を挙げた部分もありへこの点には

批判も多いかもしれない。しかし、一般的に起こ

りうる設定においてのみ適切な結論が導けるに過

ぎないものは、正しい理論ではなく、それはすで

にある結論を正当化するための方便に過ぎないの

ではなかろうか。正しい理論というものは、いか

なる設定においても、それが非現実的なものであ

ろうとなかろうと適切な結論を導くものでなけれ

ばならず、非現実的な設定であるにせよ、適切な

結論が導かれないのであれば、その理論には何ら

かの欠陥があると私は考える。その意味でも、 246

条の規律を専ら原告との関係でのみ考えてきた従

来の考え方には、何らかの欠陥があるように思わ

れるのである。

そして、本稿において提示した考え方は、従来

の議論には全くみられなかったものであるかもし

れない。しかしそれは従来の議論において、訴訟

物の特定と訴訟物の存否についての申立の区別が

十分になされていなかったこと、そしてそれゆえ

に246条の規律が2つに分けられることが認識され

ていなかったことに起因するように恩われる。こ

れらの点について議論がなされ、これらが承認さ

れるに至った場合には、上のような解釈論も受け

入れられるのではないかと考えている。

5 週常型の債務不存在確寵訴訟における輔求棄

却判決の可能性

最後に、通常型の債務不存在確認訴訟における

請求棄却判決の可能性について検討したい。審理

の結果、債権額が被告たる債権者の主張と一致す

ると認められる場合には、請求棄却判決をすべき

ようにも思える。しかし、請求棄却判決は、訴訟

物の存否についての原告の主張が全く認められな

い場合になされるべき判決である。そして、既に

みたように通常型の債務不存在確認訴訟の訴訟物

は当該債権全体である。そうすると、被告の主張

通りに債権の存在が認められる場合であっても、

それを越える部分についてはその不存在が認めら

れるのであるから、この限度において原告の主張



は認められているというべきである。したがって、

実質的な争点において原告の主張が全〈認められ

ず、被告の主張する債権額が認められる場合であ

っても調、請求棄却判決をするのではなく、 「当該

債権は00円を超えては存在しないことを確認す
る」との判決をすべきであるへ以上のように、私

は理論的な面からこのような判決をすべきと考え

るが、残存債権額を明確にすることができるとい

う実質的な利点もあるのではないだろうか。特に、

債権の上限が指定されずに債務不存在確認訴訟が

提起された場合に請求棄却判決がなされてしまう

と、一体いかなる限度で債権が存在しているのか

が非常にわかりにくくなってしまうという難点が

あるように思われる。

第4節原因限定型の債務不存在確固眠眠

1 原因限定型と確認の利益

原因限定型の債務不存在確認訴訟においては、

当該債権が発生したかどうかだけが審判の対象と

なり、その債権額がどれだけであるか、債権発生

後に弁済などで債権が消滅しているかなどは審判

の対象とはならない。原因限定型の債務不存在確

認訴訟は、当該債権の存否についての審判の対象

を、当該債権の発生の有無だけに限定するもので

あり、その点において、金銭債権の給付訴訟にお

ける一部請求に類似するものがあるといえる。そ

うすると、原因限定型の債務不存在確認訴訟の許

容性についても一部請求と同様に、訴訟物を指定

・限定する権能を有するのは原告であるという原

則に従い、原告が原因限定型の債務不存在確認訴

訟を提起する旨を明示した場合には、その提起が

認められるとも考えられる。第1節で紹介した浅生

説は、このような考えに基づくものではないかと

推察される。

しかし、確認訴訟においては確認の利益が認め

られる必要がある。この点において、一部請求の

場合とは異なる考慮が必要となる。原因限定型に

おける確認の対象は、当事者間の債権債務関係そ

のものではなく、そのうちの発生の有無だけに限

定されたものであり、債権額がいかほどであるか

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

については当該訴訟で解決することができない。

また、当該債権が過去に発生したかどうかを確定

するものであって、その後の債権の消滅などは審

判の対象とならず、現潅の債権の存否を確定する

ものではない。このように、原因限定型の債務不

存在確認訴訟は、現在の法律関係を積極的に確認

すべしという基本原則のいずれにも抵触するもの

であるへそれゆえ、債務者は原則として通常型の

債務不存在確認訴訟を提起すべきであって、原因

限定型に確認の利益が肯定されるのは、特にその

必要性が認められる場合でなければならないと考

える。原因限定型を提起できる場合に限定を加え

ている奈良説、坂田説には、この点においては賛

同できる。

2 債権額立証の困雌性と確認の利益

奈良説、坂田説は、通常型による場合、被告た

る債権者は債権の発生だけでなく具体的な債権額

の特定についても立証責任を負い、その立証に成

功しなければ当該債権全体について失権してしま

うという地位に立たされることを考慮し、被告に

これを要求することが酷な場合には通常型を認め

るべきではないというところからスタートし、今

度は通常型を選択することができない債務者の地

位を考慮して、このような場合には、具体的な債

権額の立証が不要となる原因限定型の提起を認め

るべきという思考によるものと推察されるへ

確かに、通常型による場合、被告に生じる立証

の負担は無視できない重要な問題であり省、これら

の説が想定しているような場合には、通常型の確

認の利益は、総争の成熟性を欠くとして否定され

うるであろう。しかし、このことが、原因限定型

を認める理由として十分なものといえるかという

と、それには疑問が残るように思われる。ここで、

原因限定型に原則として確認の利益を認めない理

由を、より紛争解決力の強い通常型が選択できる

ことに見出すのであれば、通常型を選択できない

ということは原因限定型に確寵の利益を肯定する

非常に強力な根拠となるのかもしれない。しかし、

原因限定型に確認の利益が認められないのは、そ
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のような相対的な理由ではなく、債権額について

の紛争などを未解決のままに残してLまうという

原因限定型の絶対的な論争解決力の弱きに理由が

あるとみるべきである。それゆえ、その原因限定

型の弱点が克服きれない限り、原因限定型に確認

の利益を認めるべきではない。確かに、このよう

な場合に、原因限定型の提起も認めないとすると、

債務者が裁判によって当該紛争を解決をする術は

ないということになってしまい、それは一つの問

題かもしれないが、はたしてこのような場合に、

債務者にそれを与えることがそれほど必要なのだ

ろうか。債務の存否が不確定なままでいることは、

確かに債務者にとっては不安な状態であるかもし

れないが、その不安感を除去するということを超

えて、債務の存否を確定することの必要性は乏し

いのではないだろうかへ

もう一つ、債務不存在確認訴訟の実態にもとづ

いた実質的な理由を挙げることができる。不法行

為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とする債務不

存在確認訴訟においては、①過失の有無、②損害

の範囲と評価、③過失相殺の有無と程度が争点と

なることが多いのであるが、①と③は非常に密接

な関係にある。そして、原因限定型においては①

のみを争うことになり、その結果として過失なし

という判断になればよいが、過失ありという判断

になった場合には、さらに後訴で③について改め

て審理しなおすということになってしまい、非常

に訴訟不経済な事態が生ずることになってしまう。

それゆえ、不法行為に基づく損害賠償請求権が訴

訟物となっている場合で、過失の有無が争点、とな

る場合には、原因限定型は特に認めるべきではな

いということになる。

結局のところ、既に生じている金銭債権に関す

る紛争は、債権額を特定し、債務者が債権者にそ

の額を支払うことによってしか解決しない。債権

額の特定は紛争の解決に絶対に避けて通れない以

上、債権額の特定をもたらさない原因限定型は、

既に生じている金銭債権に関する紛争を解決する

ためには用いることは許きれないと解すべきであ

る。

1ω 

3 予測可能性の付与と確認の利益

それでは、原因限定型にはいかなる場合であっ

ても確認の利益を肯定することはできないのであ

ろうか。ここで、債務不存在確認訴訟の実態を調

査した際に見つけた興味深い事案を 2つ紹介した

し、。

[1]札幌地裁平成13年2月20日(TKCLElL匂B文

献番号281醐 78)

原告となったのは生花販売を行う会社であり、

被告となったのは冠婚葬祭会場を経営する会社で

ある。被告は、原告が葬儀に際し顧客等から依頼

を受けて葬儀用供花を被告らが経営する葬儀式場

に撒入する場合には、供花持込料を被告に支払う

必要があると主張して、その支払いをしない業者

の搬入を拒絶していた。原告はかかる取り扱いは

不当であるとして、供花持込料の支払義務がない

ことの確認を求めて出訴したものである。

との事件で裁判所は、原告は供花持込料を支払

う義務があるとして、具体的な債権額を特定する

ことなく、原告の請求を棄却している。裁判所は

この事件を原因限定型として取り扱ったというこ

とになる。

[2]東京地裁平成12年8月初日(TKCLElL匂B文

献番号28151890)

原告となったのは再帰反射シート舗の製造、販売

を行う会社であり、被告となったのは、再帰反射

シートの製造法につき特許権を有する会社である。

被告は原告が製造、販売している再帰反射シート

が被告の特許権を侵害しているものであると主張

したが、原告はこれを争い、特許権侵害による損

害賠償請求権が存在しないことの確認を求めて出

訴したものである。

この事件においては、裁判所は原告の請求を全

部認容したために、裁判所がこの事件を原因限定

型として取り扱ったのか、それとも通常型として

取り扱ったのかは不明である。

これらの事件も、特定の債権が訴訟物となって



いる点において、通常の債務不存在確認訴訟と異

なることはない。しかし、いずれも、当該訴訟が

果たす役割は、当該債権に関する爺争を解決にと

どまらない意義を有しているように思われる。す

なわち、前者の事件については、持込料を払わな

い限り、供花の搬入を認めないという被告の取り

扱いの当否が判断されることによって、供花持込

料に関する紛争が将来的にも包括的に解決される

ことになる。そして、後者の事件については、原

告の営業活動の正当性が判断されることによって、

原告がこれまでの営業活動をこれからも続けてい

くべきかが決せられることになる。 2つの事件に

共通の構造として、当事者の継続的な行為ないし

活動に基づいて債権が継続的に発生している(と

被告によって主張されている)ことが挙げられる。

このような場合、発生した個々の債権を取り出し

て、その債権額を確定することよりも、その行為

ないし活動によって債権が発生するのか否かにつ

いて確定することの方が有意義であろう。なぜな

ら、問題となっている当事者の継続的な行為ない

し活動が法的にどのように評価され、どのような

法律関係を発生させることになるかを明らかにし、

当事者に予測可能性を与えることによって、問題

となっている当事者の継続的な行為ないし活動の

今後のあり方について、当事者が協議するなどし

て決定していくことが期待できるからである。

兼子博士は、所有権確認訴訟の機能として、所

有権の侵害を受ける前に所有権を確定して、その

侵害を事前に予防することを挙げているへこのよ

うに、確認訴訟は、すでに生じた紛争を解決する

だけでなく、紛争を事前に予防する機能をも呆た

しうるものなのであるぺ石川博士は、これを基本

的法律関係の確認による予防的作用と呼んでい

るヘ債権の発生原因に争いがあり、かっ、その

原因に基づいて債権が継続的に発生することが予

想される場合には、債権の発生原因は、それによ

って生ずる個々の債権の基本的法律関係にあたり、

個々の債権の存否について次々と紛争が生ずるの

を未然に防止する必要から、これにつき確認の利

益を肯定すべきではないか、というのが私の考え

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

である。

第5節原因限定型と通常型の聞係

前節で述べたような事案類型に限り、例外的に

原因限定型に確認の利益が認められるべきと考え

るが、その場合であっても、原告が通常型を選択

する場合に、その確認の利益を否定すべき理由は

ないように恩われるへそれゆえ、裁判所は、訴え

が提起された段階で、原告に対し原因限定型とし

て審判してよいかを確認すべきであり、もし原告

が通常型であると主張する場合には、被告に対し

て、債権額の立証が必要となる旨を告げて、それ

を促すべきであろう。

また、原因限定型に確認の利益が認められない

通常の場合であっても、原告が原因限定型を提起

すること自体は自由なのであるから、原告の意思

を確認することなく一律に通常型として取り扱う

のは適切ではないであろう。原告が債権の発生自

体を争っておらず、専らその額が争われている場

合町立、原告の意思が通常型の提起にあることは明

らかであろうが、原告が債権の発生のみを争って

いる場合には、裁判所は原告に対し通常型として

審判してよいかを確認すべきであり、もし原因限

定型には確認の利益が認められず不適法であると

告げてもなお原告が原因限定型の提起を欲する場

合には、訴えを不適法却下すべきであろう。

第6節債11不存在確毘訴眠にお防る債権の法的

性質決定の必要性

最後に、通常型と原因限定型に共通する問題と

して、債務不存在確認訴訟における債権の法的性

質決定の必要性についてふれたい。

これは訴訟物理論と関係する問題であるが、給

付訴訟においては実体法上の請求権が訴訟物とな

るとする旧訴訟物理論と、給付を求める一個の法

的地位が訴訟物となるとする新訴訟物理論の対立

があるのに対して、確認訴訟においては、実体法

上の請求権が訴訟物となるとする点で大きな争い

は生じていない。しかし、そもそも確認訴訟にお

いては、訴訟物理論の対立は、少なくともダイレ
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クトには生じ得ないように恩われる。なぜなら、

何を確認の対象とするかは原告が自由に設定して

よいのであるから、いずれの訴訟物理論に立っと

しても、実体法上の請求権の有無を確認の対象と

することも、給付を求める一個の法的地位の有無

を確認の対象とするものできるはずであって、そ

れについて確認の利益が問題とされるという構造

になっていると思われるからであるヘ確認訴訟に

おいては、実体法上の請求権が訴訟物とされてい

るということの意味は、給付を求める一個の法的

地位の有無を確認の対象とする確認訴訟には、訴

訟物理論の如何を問わず、確認の利益が認められ

ていないということであろう。

そうすると、債務不存在確認訴訟についても、

実体法上の請求権の有無の確認を求める確認訴訟

にのみ確認の利益が認められるということになり

そうである。しかし、債務不存在確認訴訟につい

ては、この原則の例外として、一個の法的地位の

有無を確寵の対象とする確寵訴訟に確認の利益を

認めるべきという主張がいくつかみられる。

三ヶ月博士は、債務不存在確認訴訟は給付訴訟

の反対形相であることを理由として、給付を求め

る一個の法的地位が訴訟物となると主張されてい

るへこの給付訴訟の反対形相であるからという説

明はいささか不親切であるように思われる。その

意味するところは、債務不存在確認訴訟によって

解決されるべき紛争は、給付訴訟と同様に、当該

紛争について債務者が債権者に対して負う支払義

務の有無及びその限度なのであるから、原告たる

債務者は、当該紛争について被告がいかなる法的

性質の請求権をも有していないことの確認を求め

ているものとみるべきであるし、それについて審

判することが紛争の解決に有効適切であるという

ことであろう。

また、坂田教授は、原則として債務不存在確詑

訴訟においても給付を求める一個の法的地位を訴

訟物とする確認訴訟は確認の利益を欠くが、原告

の受けている危険が極めて大きいにもかかわらず

原告が債務の法的性質を特定することが困難なと

きには例外的に確認の利益を認めるべきとしてい
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るほか弱、西判事"や浅生判事弱が、実務上、請求

権の法的性質を特定しない債務不存在確認訴訟も

許容されていることを指摘している。

これらの見解に対しては、そのように解すると

請求認容判決により被告がすべての請求権を失う

ことになるので容易に賛成することはできないと

いう批判がなされているへこの批判は、売買代金

請求権不存在確認訴訟が認容されると、被告は不

当利得返還請求権も失うことになって不当である

とする。しかし、売買代金請求権は売買契約の成

立を前提とするものであるのに対して、不当利得

返還請求権はその不成立を前提とするものである

から、この2つは両立し得ないものであって請求権

競合の関係にはなく、有効に成立した売買契約に

基づいて給付を求める法的地位と不成立に終わっ

た売買契約に基づいて交付した物の返還に代わる

不当利得の返還を求める法的地位は別個のもので

あろう。

いずれにせよ、何を確認の対象(訴訟物)とす

るかは、原告が選択できる事柄であるのであるか

ら、およそ債務不存在確認訴訟において訴訟物と

なるのはこれだと決め付けることは適切ではない。

まずは原告が求めている確認の対象は何かという

ことは確定し、その上で確認の利益の有無を判断

すべきなのである。そして、その判断は、究極的

には個別具体的なものにならざるを得ないとして

も、一般的には、三ヶ月博士の見解を支持してよ

いと考える。

第4章結び

本稿の結論をまとめると以下のようになる。ま

ず、債務不存在確認訴訟には、原因限定型と通常

型があり、この2つの訴訟物は別であって、それ

ぞれの構造は前章で見たとおりである。そして、

ある債務不存在確認訴訟がどちらの類型であるか

は、原告の意思によって決せられるのであって、

債権の性質や上限が示されているかなどによって

決せられるものではない。すでに生じた債権に関

する粉争については、債権額を確定する通常型に



よるべきであって、原因限定型には確認の利益が

認められないが、債権の発生原因に争いがあり、

かっ、その原因に基づいて債権が継続的に発生す

る場合には、将来的な紛争の予防という観点から

原因限定型にも確認の利益が認められるべきであ

る。

本稿を執筆するにあたり債務不存在確認訴訟に

ついて調査を進めるにつれて、債務不存在確認訴

訟は給付訴訟の反対形相であるという冒頭に記載

した三ヶ月博士の言葉が、いかに示唆に宮んだも

のであるかを改めて実感させられることになった。

前章でみたように、給付訴訟と表裏の関係にある

のは通常型なのであるが、通常型の構造について

考えるにあたっては、給付訴訟の構造に引きなお

して考えるという思考方法が有益であったように

感じている。そして、私が思うのは、債務不存在

確認訴訟の構造を的確に把握することは、給付訴

訟の構造についてより精綾な理論を構築するのに

寄与するのではないかということである。たとえ

ば、民訴法246条が被告にも適用があり、給付訴訟

において被告たる債務者が一定額の債務を自認し

ている場合には、それ以下の額を認定することは

許きれないという本稿が提示した試論は、債務不

存在確認訴訟における被告の債権額の主張が果た

す役割について考察する中で生まれたものである。

また、原因限定型と表裏の関係にあるのは債権存

在確認訴訟であるが、原因限定型における確認の

利益の議論は、債権存在確認訴訟におけるそれを

考えるにあたって有益なものとなると恩われる。

西判事は本稿で引用した論説の中で、債務不存

在確認訴訟には思いのほか問題点が多いが、その

割にはこれについて論じられることが余りに少な

く、まとまった形で論じたものとしては、本稿で

引用した浅生判事と奈良判事の論説がみられるく

らいであると述べられているヘ西判事の論説は

1993年のものであるが、その後も債務不存在確認

訴訟が注目を集めるには至っていないようである。

西判事は、債務不存在確認訴訟に関する議論が盛

んではない理由として、債務不存在確認訴訟が持

つ実際上の意義があまり大きくないからではない

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

かと推測されている。しかし、すでに見たように、

債務不存在確認訴訟について議論し、その構造な

どを明らかにすることは、それと表裏の関係にあ

る金銭債権の給付訴訟や債権確認訴訟についてよ

り体系的な理解を得る手がかりとなる可能性を秘

めているように恩われる。そういった意味でも、

債務不存在確認訴訟に関する議論がより活発にな

されることを期待したい。

1三ヶ月章「民事訴訟法J(有斐閣・ 1959年)112 

頁。

z本判例の評釈として、井上正三「一定金額を超

える債務不存在確認請求の訴訟物」民商法雑誌54

巻4号 (1966年)112頁、奈良次郎「判解」最高裁

判例解説昭和4昨度317頁、青山普充「判批」法学

協会雑誌83巻4号(1966年)lll頁、赤坂裕彦「判

批」法学研究40巻B号(1967年)158頁、白川和雄

「判批」別冊ジユリスト36号(1972年)172頁、木

川統一郎「判批」別冊ジュリスト76号 (1982年)

226頁、坂田宏「判批」別冊ジユリスト 146号

(1998年)314頁、栗田隆「判批」別冊ジュリスト

169号 (2003年)174頁、山本克己「金銭債務不存

在確認の訴えと申立事項の拘束力」法学教室291号

(2004年)103頁がある。

3 TKC (栃木計算センター)のLEX，⑪Bインター

ネットに登載されている裁判例を対象として調査

を行った。

4 そのほとんど全てが交通事故を原因とするもの

である。

5 潮久郎「損害賠償債務不存在確認訴訟に関する

一考察」判例タイムズ378号 (1979年)19頁、藤原

弘道/細井正弘「大阪地裁における交通事故損害賠

償請求訴訟の実状と問題点Jジュリスト905号

(1988年)37頁、西理「債務不存在確認訴訟につ

いて(上)J判例時報1404号(1993年)9頁がある。

6藤原/細井・前掲論文(注5)41頁。

7奈良次郎「消極的確認の訴について」民訴雑誌21

号 (1975)93頁など。

8 この傾向は、交通事故を原因とする損害賠償請
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求権を訴訟物とする事件においてより顕著である。

9 本案判決をするものは、いずれも前記最高裁判

例以前のものである。

10同様の指摘をする文献として、西理「債務不存

在確認訴訟について(下)J判例時報1405号 (1993

年) 5頁がある。

11井上・前掲論文(注2)112頁。

12安井光雄「債務不存在確認請求の特定」小山昇

他(編)I演習民事訴訟法(上)J(青林書院・ 19何

年)246頁。

13奈良・前掲論文(注7)93頁。

14西理「債務不存在確認訴訟について(上)J判例

時報l必4号(1993年)9頁。

15浅生重機「債務不存在確認訴訟」鈴木忠一・三

タ月章監修「新・実務民事訴訟講座1J (日本評論

杜・ 1981年)367頁。

16坂田宏「金銭債務不存在確認訴訟に関する一考

察(ー)J民商法雑誌95巻6号(1987年)29頁。

17新堂幸司「新民事訴訟法J(弘文堂・第3版・

2∞5年)313頁など。

18前掲注5・奈良・前掲論文(注7)103頁。

19坂田宏「金銭債務不存在確認訴訟に関する一考

察(二・完)J民商法雑誌鉛巻l号(1987年)84頁。

却浅生・前掲論文(注13)368頁。

21潮・前掲論文(注5)23頁。

n 本判例の評釈として、加藤孝之「訴訟物が金銭

債権である訴と一定金額表示の要否」民商法雑誌

36巻4号 (1958年)137頁、河正康「判批」法学研

究ω巻6号(1958年)125頁、住吉博「判批」別冊
ジユリスト76号(1蝦年)104頁、三7"月章「判批」

法学協会雑誌73巻4号 (1956年)104頁、土井正明

「判批」判例タイムズ27号(1953年)124頁がある。

n 注22で挙げた判例批評のうち、加藤教授以外の

判例批評は、このような立場に立つものであった。

これに対して、加藤教授は、債権額の特定を欠い

ても訴訟物の特定を欠くことにはならないが、訴

訟物についての自己の主張を欠くために不適法に

なるのであり、この判例もそのように理解すべき

であるとされている。後述するように、私見もこ

れに同じである。
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副たとえば、原告が所有権に基づく引渡請求を求

めたのに対して、裁判所が契約に基づく引渡請求

を認容するのは前者の規律に違反するが、原告が

不法行為に基づく損害賠償請求として1000万円の

支払いを求めたのに対して、 20∞万円の支払いを

認容するのは前者の規律には違反しないが、後者

の規律に違反するということになる。

E新堂・前掲書(注17)288頁など。

26休業損害に関する賠償は全てその訴訟で解決す

る趣旨と解すべきだからである。このように解す

る場合、後訴で慰謝料としてl∞o万円の支払を請
求することは許されるが、休業損害が実は2000万

円であったと主張して、さらに1000万円の支払を

請求することは許きれない。

訂加藤・前掲論文(注22)137頁。

盟被告が当該債権について権利主張する余地を残

すことになれば、原告の法的地位に生じている不

安を適切に除去したことにはならないだろう。

29奈良・前掲論文(注7)101頁は原告が示した

よ限額によって訴訟物は限定されるとするが、坂

田・前掲「金銭債務不存在確認訴訟に関する一考

察(ー)J(注16)34頁はこれに対して疑問を投げ

かけている。

却この点において、金銭債権の一部請求の場合と

異なる。一部請求の場合には、一部部分の存在の

主張が、論理必然的に残部部分の存在の主張を意

味するものではない。

31ただし、損害賠償請求権のうち休業損害分の不

存在確認のように、特定の損害項目に訴訟物を限

定して不存在確認を提起することは認められる場

合があると考える。

詔債務不存在確認における請求の特定に関する被

告の主張の重要性を説く文献として、坂田・前掲

「金銭債務不存在確認訴訟に関する一考察(ー)J

(注16)34頁がある。

担これは弁論主義の問題にも関係するが、本稿で

て訴訟物レベルの問題を検討するため、弁論主義

の問題についてはさしあたり考えないことにする。

剖通常の場合には、このような論理を用いずとも

弁論主義の適用によりそのような結論が導かれる



ことになるだろう。しかし、原告が10∞万円の支

払を求めたのに対して被告が債権額は日旧万円であ

ると主張しつつ、 800万円の弁済の事実を主張して

いるような場合には、 200万円の一部認容判決をす

ることは弁論主義には反しないということになる。

お原告は当該債権につき10∞万円の存在とそれ以

上の不存在を主張したのに対し、 15∞万円の存在

とそれ以上の不存在を確定するのであるから、 5∞

万円部分について不存在という原告の主張を排斥

し、それ以外の部分で原告の主張を認容している

のであるから、一部認容判決となる。

描既判力の双面性ということがある。たとえば、

土地工作物の所有権確認訴訟で勝訴した原告が、

後訴において被告から工作物責任を追及された場

合、当該土地工作物の所有権を前訴原告が有して

いるということは、前訴原告に不利に働くが、前

訴既判力により前訴原告はこれを争うことができ

ない。

37新堂・前掲書(注17)2卯頁。

却 1000万円の給付訴訟において、被告が債権額は

1日旧万円であると主張する例など。

却たとえば原告が弁済による債務の消滅を主張し

たが、弁済の事実が認められなかった場合など。

岨通常型の債務不存在確認訴訟について、被告の

主張を全面的に認める場合であっても、請求棄却

判決ではなしこのような一部認容判決の形式で

判決すべきとする文献として、浅生・前掲論文

(注15)377頁。ただし、西・前掲論文(注5)12 

頁は、この浅生判事の主張に疑問を投げかけてい

る。

41原因限定型の紛争解決作用の弱きを指摘する文

献として、井上・前掲論文(注2)116頁がある。

喧いずれの説も、このような場合には、専ら原因

限定型によるべきであって、通常型は認められな

いとは明示していない。しかし、その説の内容か

ら推し量るのであれば、この場合には通常型は認

めず、それが原因限定型を寵める根拠となってい

るのであろう。

岨この点は、高構宏志「重点講義民事訴訟法新周到

(有斐閣・20∞年)329頁をはじめ、多くの文献で

金銭債務不存在確認訴訟の構造について

指摘されている。

叫原因限定型と異なり、通常型の場合には、債権

額を早期に確定することにより、早期に弁済して

金利負担を減らす、あるいは速やかに求償権を行

使して被求償者が無資力になる危険を避ける等の

法的な必要性を認めることができると考える。

45光が光源の方向にそのまま反射するようにつく

られた反射シート o

岨兼子一「民事訴訟法体系J(酒井書底・増補版

・19邸年)144頁。

訂確認訴訟の機能について考察している代表的文

献として、伊藤興「確認訴訟の機能」判例タイム

ズ339号(1976年)お頁があるが、そこにおいても、

確認訴訟の一類型として、紛争の予防的目的を持

つものがあることがことが指摘されており、その

具体例として、堅固な建物の所有を目的とする賃

借権の不存在確認訴訟が挙げられている。

品石川明「過去の法律関係と確認訴訟」法学研究

31巻12号 (19弱年)ぉ頁。

岨ただし、債権額の立証を被告に要求のが不当と

されるような事件においては、通常型について確

認の利益が否定され、その場合には原因限定型の

みが許されるということになろう。

国債権の発生は認めるが、弁済によって消滅した

ので、債権は現存しないと主張する場合も含む。

51同様の指摘をする文献として、三ヶ月章「民事

訴訟法研究1J (有斐閣・ 1962年)207頁がある。

盟主ク月前掲書(注1)112頁。

日坂田・前掲論文「金銭債務不存在確認訴訟に関

する一考察(三・完)J(注19)83頁。

出西・前掲論文(注14) 9頁。

出浅生・前掲論文(注15)お4頁。

56小室直人「訴訟上の請求」鈴木忠一・三タ月章

監修「新・実務民事訴訟講座 1J (日本評論杜・

1981年)お6頁。

57西・前掲論文(注5)7頁。

(あベ しげなり 北海道大学法科大学院修了)
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